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2 月
	 24日	（水）	TOPIK会議

3 月
	 2日	（火）	正義と平和・憲法プロジェク

ト作業会
	 3日	（水）～4日（木）正義と平和・日

韓協働プロジェクト・青年委
員会日韓合同会議（ソウル）

	 11日	（木）	宣教 150 周年記念礼拝・プ
ログラム史料作成会

	 16日	（火）	文書保管委員作業会
	 17日	（水）	法憲法規委員会
	 25日	（木）	財政主査会
	 29日	（月）	文書保管委員会および作業

会
	 30日	（火）	渉外主査会
	 30日	（火）	管区共通聖職試験委員会
	 31日	（水）	年金維持資金管理委員会

4 月
	 6日	（火）	総会書記局会議
	 8日	（木）	管区第 2 小審判廷会議
	 8日	（木）	収益事業委員会
	 12日	（月）	会計監査
	 12日	（月）	主事会議
	 13日	（火）	青年委員会
	 16日	（金）	宣教 150 周年記念行事記

録作成担当者会
	 18日	（日）～19日（月）	正義と平和委

員会
	 20日	（火）	広報主査会
	 20日	（火）～22日（木）	新任研修会（管

区事務所、狭山）
	 22日	（木）	常議員会
	 26日	（月）	プレ宣教協議会実行委員会
	 26日	（月）	NCCおよび関連団体派遣

委員報告会
5 月

	 6日	（木）	主事会議
	 10日	（月）～12日（水）	在日韓国聖公

会出身教役者会（京都）

□会議・プログラム等予定
　（前回報告以降追加
	 および3月25日以降）

空 ( から ) の墓を見る目　

　　
管区事務所総主事　司祭　ヨハネ　相澤　牧人

イエスの受難、十字架の死、そして復活を想う期節から示
されるメッセージの中の大きな一つは、「空

から

の墓」の事実に何
を見るかということではないかと思います。

イエスを裏切ったユダは、あちらこちらと迷いながらも、
やっと天国の入り口にたどり着いた。そして、恐る恐るその扉
をノックした。中から天国の扉の鍵を持っているペトロが顔を
出した。ユダを見るや「ここはお前が来るところではない！」
と言って扉を閉めてしまった。ユダは考えた。どうしたら天国
に入れてもらえるだろうか、と。
そしてひとつのことを思いつき、再び扉をノックした。ペト
ロは少し扉を開け、「ここはお前が来られるところではないの
ではないか。胸に手を当てて考えてみろ」と言って扉を閉めて
しまった。するとユダは、“コケコッコー”と鶏の泣き声をし
た。すると、ペトロは恥ずかしそうに扉をいっぱいに開け、ユ
ダを迎え入れた。
　
天の国、神の国に入ることを願うのは、キリスト者なら誰も
が思うことでしょう。その神の国とは、神との関わりの中で生
きる状態を指しているということは、ひとつの分かりやすい
説明ではないでしょうか。しかし、神との関わりとは何かとい
うことは、これまた様 な々解釈へと導いてくれると思います。
受難から復活へのメッセージは、ニケヤ信経で唱える「わ
たしたちのために十字架につけられ、苦しみを受け、死んで
葬られ、聖書にあるとおり三日目によみがえり」という告白の
中にもあると思います。それは、葬られた墓が空であった、
という事実に集約されているのではないでしょうか。
そこで重要なことは、この空の墓の事実をどう見るかとい
うことです。どう読み解くかということです。ヨハネ福音記者
はこのことに関して、私たちに素晴らしいメッセージを残して
くれています。（ヨハネ20：1～10）

（次頁へ続く）

4月2日（金）は受苦日のため、管区事
務所業務を休みます。
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の関わりの中で生きるようになることができる
のではないでしょうか。言い換えれば、主は復
活して、今も生きておられる、ということです。
空の墓の事実はそのことを力強く語っているの
ではないでしょうか。そのイエスと共に生きるこ
と、それが神の国なのではないでしょうか。
それからもうひとつ、豊かな黙想へと導かれ
ることは、その事実を理解することができるの
はどうしてか、ということです。それは「イエス
が愛しておられた弟子」ということから思い巡ら
すことができます。復活の事実を信じることが

十字架にかけられてから三日目の日曜日の朝、イエスの遺
体を納めた墓に駆けつけた三人の行動に、ヒントが与えられ
ます。墓に入ったマグダラのマリアとペトロとイエスが愛してお
られた弟子が、空の墓を見たときの「見る」という言葉の使
い分けです。その意味は、マグダラのマリアは、肉体の眼で
見るといういわゆる普通に空の墓を「見た」のです。ペトロは
じっくりと観察するように「見た」のです。そして、イエスの
愛しておられた弟子は、心の目で、真理を洞察するように「見
た」のです。空の墓が語るメッセージを洞察し、その事実を
知っていくのです。
洞察することができる感性を持つことによって、人は神と

□主事会議
第 57 総会期第 19 回　2010 年 3月8日（月）
主な協議事項
1	 NCC日比韓教会協議会の派遣委員に関し
て

	 NCCより、日比韓教会協議会の準備会（3
月11日開催）に、加盟教団より委員を1名
派遣するよう要請があり、検討（本協議会
開催は 7月10日）

2	 外キ協主催現場研修プログラムへの青年
派遣に関して

	 下記プログラムの参加者人選を青年委員会
に委託

	 　外キ協第 3回「他民族･多文化共生キリ
スト者青年」現場研修プログラム

	 ・日時：2010 年 7月30日（金）～ 8月6日

■立教学院奨学金についてのお知らせ
立教学院では、1998年度から「聖公会教
役者の子及び聖公会神学院校長の推薦する
大学院学生に対する立教学院奨学金規程」
を制定しており、聖公会教役者の子で、立教
学院の各学校の児童、生徒・学生に対して奨
学金を交付しております。つきましては、次年
度対象となる方がいましたら、申請されますよ
うお知らせいたします。
なお、申請の受付は小学校、池袋中高、
新座中高は各校事務室、大学は財務部でお
こなっており、締め切りは４月末日です。

（前頁より）	

	 11日	（火）	ウィリアムズ主教記念基金
運営委員会（立教大学）

	 24日	（月）	臨時主教会
	 24日	（月）	総会書記局会議
	 25日	（火）～27日（木）	第 58（定期）

総会
＜関係諸団体会議等＞

	 4月	9日（金）	NCC常任常議員会
	 4月	22日（木）聖公会生野センター理

事会
	 4月	28日（水）ＮＣＣ国際分かち合い

委員会
	 4月	30日（金）日本キリスト教連合会

総会・常任委員会

できるのは、愛であるということです。愛は、
ひとつだけという固定した見方を否定します。イ
エスの復活を信じることができるのは、そのよ
うな愛が前提になっているということを知ると
き、わたしたちの生き方が見えてくるのではない
でしょうか。
「事実、キリストは、眠っている者の初穂とし
て、死人の中からよみがえられたのである、ハレ
ルヤ」（Ⅰコリント	15：20）

�
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（金）		・場所：韓国ソウル		・人数：日本聖
公会から1名

3	 第 58（定期）総会への管区事務所提出の
議案に関して

	 総会提出予定の議案の内容について検討
4	 チリ地震被災者への援助募金に関して
	 教会宛に募金の直接の要請はしない。た
だし、『管区事務所だより』3月号で、募金
を受付けている旨を案内する。

5	「沖縄のたび」への韓国、アメリカからの
参加者への援助に関して

	 6月8日（金）～21日（月）に行われる「沖
縄のたび」にアメリカ及び韓国より各3 名
を参加者として迎えるため、滞在費（含む
参加費）210,000 円（35,000 円×6 名）を
「アジア・太平洋地域平和・和解」資金より
支出する。

6	 継続審議事項
(1)	宣教 150 周年記念残金使途に関して
(2)	大斎克己献金国内伝道強化資金に関し

て
次回以降の会議
	 4月12日（月）、5月6日（木）

□神学校

聖公会神学院
・	入学礼拝　4月6日（火）14 時　聖公会神
学院諸聖徒礼拝堂　新入生：クリストファー
永谷	亮（北海道）

ウイリアムス神学館
・	入学礼拝　4月14日（水）11時　京都教
区主教座聖堂（聖アグネス教会）　入学予定
者：パウロ横山明光（北海道）、マタイ古本
靖久（京都）、ミカエル杉野達也（神戸）、ヨ
ナ眞栄田肇（横浜／伝道師コース）

□加盟団体
日本キリスト教連合会
・	2010 年度総会　2010 年 4月30日（金）13
時半　日本基督教団会議室

《人　事》
北海道
司祭	アキラ上平仁志	 2010 年 3月31日付	 平取聖公会および新冠聖フランシス教会嘱

託司祭、またバチラー保育園チャプレンの委
嘱を解く。

主教	ナタナエル植松	誠	 2010 年 3月31日付	 札幌聖ミカエル教会管理牧師及び聖ミカエ
ル幼稚園チャプレンの任を解く。

	 2010 年 4月1日付	 札幌キリスト教会、岩見沢聖十字教会、美唄
聖アンデレ教会の管理牧師に任ずる。

聖職候補生	パウロ内海信武	 2010 年 3月31日付	 札幌キリスト教会勤務を解く。
	 2010 年 4月1日付	 教区主教管理のもと、平取聖公会及び新冠

聖フランシス教会勤務、またバチラー保育園
チャプレン補に任ずる。（平取聖公会居住）

司祭	ジェローム大友正幸	 2010 年 3月31日付	 札幌キリスト教会牧師、岩見沢聖十字教会
及び美唄聖アンデレ教会管理牧師、また岩
見沢聖十字幼稚園チャプレンの任を解く。
定年により、退職とする。

	 2010 年 4月1日付	 教区主教管理のもと、札幌キリスト教会嘱託
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司祭を委嘱する。また、岩見沢聖十字幼稚
園チャプレンを委嘱する。（任期1年）

司祭	パウロ寺本睦夫（退）	 2010 年 3月31日付	 帯広聖公会嘱託司祭の委嘱を解く。
司祭	ヤコブ福島忠男（退）	 2010 年 3月31日付	 小樽聖公会嘱託司祭の委嘱を解く。
執事	ヨハネ細矢勝司（退）	 2010 年 3月31日付	 帯広聖公会嘱託執事の委嘱を解く。
執事	パウロ横山明光	 2010 年 3月31日付	 札幌聖ミカエル教会牧師補の任を解く。
	 	 本年 4月より一年間の予定で、ウイリアムス

神学館での研修を命ずる。
司祭	ジョシュア李	香男	 2010 年 3月31日付	 	札幌聖ミカエル教会副牧師及び聖ミカエル

幼稚園チャプレン補の任を解く。
	 2010 年 4月1日付	 札幌聖ミカエル教会牧及び聖ミカエル幼稚

園チャプレンに任ずる。
東北
司祭	アントニオ影山博美	 2010 年 3月31日付	 山形聖ペテロ教会管理牧師、鶴岡聖公会管

理牧師の任を解く。
	 2010 年 4月1日付	 福島聖ステパノ教会管理牧師に任命する。
司祭	ステパノ涌井康福	 2010 年 3月31日付	 福島聖ステパノ教会管理牧師の任を解く。
	 2010 年 4月1日付	 山形聖ペテロ教会管理牧師、鶴岡聖公会管

理牧師に任命する。
司祭	ピリポ越山健蔵	 2010 年 3月31日付	 郡山聖ペテロ聖パウロ教会管理牧師の任を

解く。
	 2010 年 4月1日付	 郡山聖ペテロ聖パウロ教会牧師に任命す

る。（小名浜聖テモテ教会牧師と兼任）
司祭	アタナシオ笹森伸兒（退）	 2010 年 4月1日付	 司祭ヤコブ林国秀のもとで、聖ペテロ伝道

所および西の平聖パウロミッション（仙台基
督教会）において、嘱託（非常勤）の任を委
嘱する。（任期1年）

司祭	テモテ佐藤光道（退）	 2010 年 4月1日付	 主教ヨハネ加藤博道のもとで、新庄聖マルコ
教会において、嘱託として勤務することを委
嘱する。（任期1年）

司祭	コルネリオ斎藤雄一（退）	 2010 年 4月1日付	 司祭ステパノ涌井康福のもとで、鶴岡聖公会
において、嘱託として勤務することを委嘱す
る。（任期1年）

司祭	ヨハネ佐藤真実（退）	 2010 年 4月日付	 司祭ヤコブ八戸功のもとで、八戸聖ルカ教
会において、嘱託として勤務することを委嘱
する。（任期1年）

執事	ヨハネ金子昭三（退）	 2010 年 4月1日付	 司祭フランシス中山茂のもとで、盛岡聖公会
において、嘱託として勤務することを委嘱す
る。（任期1年）

北関東
執事	ダビデ斎藤	徹	 2009 年 12月12日付	 熊谷聖パウロ教会牧師補ならびに浦和諸聖
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徒教会牧師補に任命する。
東京
執事	ステパノ卓	志雄	 2010 年 1月30日付	 練馬聖ガブリエル教会牧師補解任
司祭	ステパノ卓	志雄	 2010 年 1月31日付	 練馬聖ガブリエル教会副牧師任命
司祭	ペテロ広澤敏明	 2010 年 3月31日付	 定年により退職
司祭	ミカエル加藤俊彦	 2010 年 3月31日付	 聖パトリック教会牧師解任、滝乃川学園聖

三一礼拝堂管理チャプレン解任	
	 2010 年 4月1日付	 目白聖公会牧師任命
司祭	テモテ河野裕道	 2010 年 3月31日付	 目白聖公会牧師解任
	 2010 年 4月1日付	 主教座聖堂付聖愛教会協力司祭任命
司祭	バルナバ菅原裕治	 2010 年 3月31日付	 立教学院出向解任
	 	 聖パトリック教会牧師任命、滝乃川学園聖

三一礼拝堂管理チャプレン任命
司祭	ビード李	民洙	 2010 年 3月31日付	 渋谷聖公会聖ミカエル教会牧師解任
	 2010 年 4月1日付	 主教座聖堂付特別宣教事業研究担当任命
司祭	グレース神崎和子	 2010 年 4月1日付	 渋谷聖公会聖ミカエル教会管理牧師任命
司祭	ヨハネ神﨑雄二	 2010 年 3月31日付	 	聖救主教会牧師および月島聖公会管理牧師

解任
	 2010 年 4月1日付	 月島聖公会牧師および聖救主教会管理牧師

任命
司祭	ドミニカ朴	美賢	 2010 年 3月31日付	 	聖愛教会協力司祭解任
	 2010 年 4月1日付	 聖救主教会副牧師任命
司祭	池	星熙（ヂ	ソンヒ）	 2010 年 4月1日付	 宣教師として受け入れ、聖アンデレ教会副牧

師任命
司祭	金	大原（キム	デウォン）	 2010 年 4月1日付	 宣教師として受け入れ、立教学院出向命令
司祭	ステパノ柳	時京	 2010 年 3月31日付	 	立教学院出向解任。宣教師としての受け入

れを終了する。
司祭	バルトロマイ竹内謙太郎（退）
	 2010 年 4月1日付	 	東京聖テモテ教会嘱託委嘱
司祭	ビカステス今井烝治（退）	 2010 年 4月1日付	 八王子地区担当ミッショナー委嘱
司祭	イサク小笠原愛作（退）	 2010 年 4月1日付	 小笠原聖ジョージ教会嘱託委嘱
司祭	サムエル岩前	宏（退）	 2010 年 4月1日付	 八王子復活教会嘱託委嘱
司祭	ペテロ吉村庄司（退）	 2010 年 4月1日付	 滝乃川学園聖三一礼拝堂嘱託チャプレン委

嘱
司祭	バルナバ関	正勝（退）	 2010 年 4月1日付	 渋谷聖公会聖ミカエル教会嘱託委嘱
主教	ゼルバベル広田勝一（北関東）
	 2010 年 3月1日付	 2010 年 3月1日より2010 年 3月31日まで、

日本聖公会東京教区の管理主教を委嘱
横浜
司祭	マッテヤ大澤克次	 2010 年 3月31日付	 願いにより退職を許可する。
司祭	テモテ石川雄基（退）	 2010 年 4月1日付	 ベタニヤ・ホーム	チャプレンを委嘱する（任
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期 1年）
京都
執事	アントニオ出口	崇	 2010 年 3月6日付	 京都復活教会牧師補に任命する。
主教	ステパノ高地	敬	 2010 年 3月6日付	 上野聖ヨハネ教会管理の委嘱を解く。
司祭	ヨブ加納嘉人	 2010 年 3月6日付	 上野聖ヨハネ教会牧師補の任を解き、上野

聖ヨハネ教会牧師に任命する。
司祭	アンナ三木メイ	 2010 年 3月31日付	 大津聖マリア教会主日勤務の任を解く。
	 2010 年 4月1日付	 主教座聖堂付とする。
執事	マタイ出口	創	 2010 年 3月31日付	 西大和聖ペテロ教会および高田基督教会牧

師補の任を解く。
	 2010 年 4月1日付	 主教座聖堂付とする。
	 	 願いにより休養を許可する。
主教	ステパノ高地	敬	 2010 年 3月31日付	 伊勢聖マルコ教会管理の委嘱を解く。
司祭	バルトロマイ三浦恒久	 2010 年 4月1日付	 伊勢聖マルコ教会管理を委嘱する。
伝道師	アンデレ谷	市三	 2010 年 4月1日付	 	司祭エッサイ矢萩新一のもとで、富山聖マリ

ア教会において、嘱託の伝道師として勤務す
ることを委嘱する。

聖職候補生	エドワード・マイケル・パイ
	 2010 年 3月6日付	 執事に按手される
執事	エドワード・マイケル・パイ	
	 2010 年 3月31日付	 定年により退職とする。
	 2010 年 4月1日付	 司祭ヨハネ黒田裕のもとで、聖アグネス教会

（英語会衆）において主日勤務することを委
嘱する。

大阪
聖職候補生	ジョージ林	正樹	 2010 年 4月1日付	 司祭ダニエル山野上素充の指導のもとに大

阪聖パウロ教会で勤務することを命じる。
沖縄
司祭	モニカ石原絹子（退）	 2010 年 4月1日付	 愛楽園祈りの家教会において、ミカエル津留

孝夫司祭管理のもとで嘱託として勤務するこ
とを委嘱する。（任期1年）

司祭	マッテヤ高良孝誠（退）	 2010 年 4月1日付	 名護聖ヨハネ教会において、ヨハネ棚原恵
正司祭管理のもとで嘱託司祭として主日勤
務することを委嘱する。（任期1年）

《移　動》
日本聖公会東北教区教務所	 2010 年 3月31日付　司祭	林国秀	教務所主事の任を解く。
	 2010 年 4月1日付　ペテロ渡部和夫	教務所主事を委嘱する。

@
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  日韓聖公会の協働、これから
正義と平和委員会　日韓担当　　

 司祭　前田良彦　
はじめに
今村秀子さん（東京・聖アンデレ教会信徒・
昨年12月逝去）によって始められた日韓聖公
会の交流は教会・教区だけではなく、幼稚園・
保育園の先生たちの交流まで含めると実に多
様な範囲になりました。公式な交流は四半世紀
になろうとしています。この間、日韓セミナーを
初めとして、教区間の人事交流や訪問の旅など
の体験を重ねてきました。多くの出会いが、韓
国や日本に留学する青年たちを生みだし、始め
は日韓聖公会が通訳を探すことさえ困難であっ
たことを考えると、かなりの変化だと言って良い
でしょう。日韓聖公会の協働について、この数
十年の歴史を顧みるには制限があるので、　最
近の日韓の交流プログラムを紹介しながら、日
韓聖公会のこれからについて報告したいと思い
ます。

現在の交流
①	日韓聖公会青年キャンプは相互に行く形で
行われてきましたが、ここ数年は管区青年
委員会が「セミナー」形式で企画していま
す。今年は８月に長崎で行われます。各教区
から青年たちが参加出来るよう応援してい
ただきたいと思います。

②	昨年から、大韓聖公会の「社会宣教」の姿
を学ぶために、社会宣教の旅が企画されま
した。主にソウル教区を中心に、社会宣教
にかかわる考え方について各施設を見学し
ながら学びました。また働きにも参加しまし
た。今年は大田・ソウル教区に滞在しなが
ら、その地域の状況を見ながらそれぞれの
施設の働きを学ぶという方向になりました。
これは各教区参加者が自分の所属する教区
の状況や、教会の状況を踏まえて「自分の

ところでは何が出来るか」ということを大切
にしたいと考えたからです。この社会宣教の
プログラムも６月中旬に予定されています。
各教区から１～２名の参加が期待されてい
ます。

③	2010 年は、日韓併合100 年という節目に当
たります。この100年の歴史を学ぶ旅を大韓
聖公会の協力を得て企画しています。100年
の歴史を３泊４日の旅で網羅することは出来
ません。そこで大韓聖公会の協力を得て、
象徴的な場所を選びながら歴史を学ぶ旅に
したいと考えています。11月頃に予定してい
ます。また、この日韓併合100 年の歴史を
日本の各地で学ぶために大韓聖公会から参
加者を得て、長崎、筑豊、広島、大阪を辿
り、日韓聖公会の協働である聖公会生野セ
ンターを訪問するという企画も考えられてい
ます。これからの課題となるでしょう。

④	北朝鮮への人道支援として、ミルクと練炭
を支援するプログラムは、「TOPIK」作業グ
ループが日本での準備に入りつつあります。
TOPIK（Toward	Peace	In	Korea）の宣言
文に対して、前の総会が賛同決議をしてい
ます。日本聖公会としてもこの決議を受けて
その趣旨に沿った活動、主に人道支援とし
て、ミルクや練炭を北朝鮮に届ける活動が
行われています。しかし、TOPIKという言葉
が日本聖公会全体に行き渡っていないこと
や理解をされていないのが現状です。そこ
で、大韓聖公会と協力しながら、人道支援
のための作業グループを立ち上げて７月初
めまでにはポスター・チラシや支援チケット
などを各教区に届ける準備に入っています。

	 　また「東アジアの平和と共生」を目指す
ネットワーク」を作ろうという動きがありま
す。韓国、日本、香港、オーストラリア、ア
メリカの聖公会の参加があります。この準
備が今年６月の沖縄の旅に引き続いて行わ
れます。

	 　第１回「聖公会平和大会」が韓国で行わ
れましたが、第２回の世界平和大会を日本

委員会から
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で開催するよう期待されています。これは正
義と平和委員会だけでは決定出来ませんの
で、管区レベルでの議論と決定が必要だと
思われます。

上記以外にも日韓聖公会の交流は各教区レ
ベルで企画実施されており、またこの６月には
沖縄の旅や、プレ宣教協議会にも韓国から参
加者が予定されています。
これらのプログラムは今年、来年と継続され
ることが前提になっているものがいくつもあり
ます。社会宣教の旅や青年セミナー、また相互
に信徒教役者が交流する企画も予定されてい
ます。以上が日韓の交流の現状です。

日韓協働のこれから
大韓聖公会から何人の教役者が宣教協働者
として来日しているか、ご存じでしょうか。今年

の四月で19人の教役者が働くことになっていま
す。日本聖公会の全教役者のほぼ10％近くで、
北海道、東北、東京、中部、京都、大阪、九
州、沖縄の各教区の教会や学校で第一線に立
たれています。いままでの日韓協働は教役者・
信徒の交流が中心でしたが、かなり前から日本
聖公会の要請に応えて大韓聖公会から宣教協
働者が日本に派遣されています。このことは協
働の内容が大きな変化をしつつあることを示し
ているでしょう。また青年たちの出会いや教区
交流が、留学生を生み出し、言葉の理解や国の
あり方を理解する人々を生み出していることを
考えますと、更なる地についた協働を進めるこ
とがこれからの課題だろうと思われます。
日韓の協働の前には相互に乗り越えなけれ
ばならない課題がいくつもありますが、現状の
協働の姿からこれからの進むべき道が示され
るように思います。

　チリ地震被災者援助金について 

2010年2月27日発生のチリ大地震の災害
規模は甚大で、3月2日時点の新聞報道によ
ると、死者723人、被災者数約200万人を超
えると報道されています。状況が更に確認で
きれば被害はもっと大きくなるのではないかと
思われます。

現地被災者の援助のために日本聖公会
管区として30万円を緊急災害援助資金から
ACT	(Action	By	Churches	Together)	に送
金しました。

ACTは緊急災害援助や開発途上国の開発
援助を世界規模で行う組織で、教派を超えた
キリスト教教会の支援団体です。常時開発途
上国にスタッフを抱えていて、緊急の際は即
状況把握と援助のために行動しています。既
にそのホームページにはチリ大地震の事が記
述されています。現地聖公会関連で日本聖公

会と直接コンタクトが出来る団体が見つからな
い事を考慮して、今回はACTに献金を送る
事に致しました。ちなみにNCCが緊急災害
援助募金をする際は、多くの場合ACTへ送金
しています。

見舞金30万円の根拠は2007年8月15日発
生のペルー沖地震の際に、USPGを経由して
見舞金として30万円を送金しており、被害規
模は大体同じ程度と認識したからです。
管区として各教区・教会にあらためて募金
の呼びかけはいたしませんが、そのご意思が
ある場合は管区事務所に送金していただけれ
ば、管区でまとめてACTへ送金いたします。

お問い合わせは管区事務所までお願いしま
す。

日本聖公会　管区事務所
渉外主事　八幡眞也


